
- 1 -

資料94

不当労働行為審査制度の在り方に関する研究会中間整理のポイント

１ 不当労働行為審査の実態

( ) 新規申立件数1
① 初 審（地方労働委員会） 件（平成 年）341 13
② 再審査（中央労働委員会） 件（平成 年）64 13

( ) 処理期間2
① 初 審（地方労働委員会） 日（平成 年～ 年平均）797.0 11 13
② 再審査（中央労働委員会） 日（平成 年～ 年平均）1529.7 11 13

※ 労働関係民事訴訟事件の平均処理期間は 月（平成 年）13.5 13

( ) 不服率3
① 初審命令に対する不服率 ％（平成 年～ 年平均）78.1 11 13
② 再審査命令に対する不服率 ％（平成 年～ 年平均）58.3 11 13

( ) 取消率4
① 初審命令に対する再審査命令による変更率 ％55.6
② 再審査命令に対する取消訴訟判決による取消率 ％41.4
（平成 年～ 年平均、ここで「変更率 「取消率」とは、初審命令又は再審査11 13 」

命令の取消しを求めて再審査の申立て又は訴訟が提起され、それが認容された割合

をいう）

※ 行政事件訴訟全体の認容率 ％（平成 年）21.5 13

２ 問題点

( ) 審査の遅延1

【原因】

① 争点・証拠の整理が不十分な上、多数の書証の提出や当事者の求めによる

多数の証人尋問が行われること

② 関係者の日程調整が困難で期日の間隔が長くなっているものがあること

③ 命令の決定について公益委員全体の合議によるため、合議の日程を多数回

確保することが困難となる場合があること

④ 命令書に労使関係の経緯が詳細かつ幅広く記載されがちであること
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⑤ 公益委員が非常勤であること、ローテーション人事のため、事務局職員に

専門的な知識・経験が蓄積され難いこと

( ) 労働委員会命令に対する不服率、取消率が高いこと2

【原因】

① 争点・証拠の整理や事実認定が的確に実行されていないこと

② 初審や再審査において要請があったにもかかわらず提出されなかった証拠

が取消訴訟の場で初めて提出される場合があること

③ 命令書に労使関係の経緯が詳細かつ幅広く記載されたり、理由の記載とし

て明確性を欠く面が見られたりすること

④ 公益委員が非常勤であること、事務局職員の多くは高度な法的知識や専門

的な経験が十分でないこと

( ) ( )・( )と併せて、3 1 2
・ 労働委員会が果たす重要な機能となっている和解が法律上位置付け

られていないこと

また、争点・証拠の整理を十分行わないまま和解のための期日を重

ねられているケースが多いこと

・ 地労委に対する国の規制により、地域の実情に応じて、弾力的、機

動的な体制整備ができないこと

３ 見直しの基本的方向

不当労働行為審査制度の在り方については、次のような方向で法的整備も含め

た制度の具体的な見直し策について更に検討を深めるべきである。

( ) 事件処理の迅速化等1
① 審査手続の改善

・ 事件処理を計画的に進めるための枠組みを作ることが効果的。

・ 審査については、公益委員がより主体的かつ的確に争点・証拠の整理

等を行うことを可能とし、迅速な事件処理を実現するため、公益委員の

権限や審査の実施方法に関する条件整備を検討すべき
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・ 審査が長期化した場合等に不当労働行為審査制度による早期救済の実

現を可能とするための工夫や、審査の迅速化と適正な和解の推進とを両

立させる工夫も必要

② 審査体制の改善

・ 争点・証拠の整理、命令書の作成等を的確に実行できるようため、公

益委員や事務局といった審査体制について、その効率化も図りつつ充実

強化すべき

・ 公益委員や事務局職員の審査事件処理能力の習熟・向上にも努めるこ

とが必要

( ) その他の検討課題2

・ 和解を法律上位置づけることや、地域の実情に応じた弾力的かつ機動

的な対応を行うことを可能とするよう地労委に対する国による規制を緩

和することを検討すべき

・ 再審査が担うべき機能の在り方や審級省略・新証拠提出の制限等労働

委員会命令に対する司法審査の在り方について更に検討
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資料94

不当労働行為審査制度の在り方に関する研究会中間整理

第１ はじめに

本研究会は、平成１３年１０月から、不当労働行為審査制度に関して、審

査手続の迅速化、司法審査や地方分権との関係について、関係者に対するヒ

アリングも実施しつつ、専門的見地から検討を行ってきたところであるが、

検討の対象となっている論点は多岐に渡り、しかもそれらについて多様な観

点から議論が行われている。

このため、本研究会として検討結果の取りまとめに向けて、不当労働行為

制度の現状、問題点及び見直しの方向について共通の認識を形成すべく、こ

れまでの検討結果を踏まえた中間整理を行うものである。

第２ 不当労働行為審査制度の現状

１ 労働委員会における事件の処理状況

( ) 係属状況1
初審である地方労働委員会（以下「地労委」という ）においては、。

新規申立件数は、昭和４０年代後半をピークとして減少に転じ、平成初

期には年３００件を割り込むに至ったが、その後はやや増加し、最近は

おおむね年３５０～４００件の間で推移している。

また、初審については、地労委間での新規申立件数の格差が激しく、

平成１３年においては、東京都及び大阪府の地労委で全体の半数以上を

占める一方、新規申立件数が２件以下の地労委も半分を超え、中にはこ

こ数年に渡り新規申立てがない地労委も見られる。

次に、再審査を担当する中央労働委員会（以下「中労委」という ）。

においても、新規申立件数は、昭和５０年代から６０年代をピークとし

て減少し、一時は年５０件にまで減少したものの最近は年６０件台で推

移している。

( ) 終結状況2
事件処理の終結状況を終結事由別に見ると、初審においては、おおむ

ね７～８割が取下げ・和解で終結しており、命令・決定で終結している

事件は２～３割となっている。また、再審査においては、おおむね５～

７割が取下げ・和解で、命令・決定は３～５割となっており、地労委に

申し立てられた不当労働行為事件のかなり多くが取下げ・和解で終結し

ていることが窺える。
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( ) 事件処理期間3
① 全体

不当労働行為審査事件の処理期間に関しては、昭和４０年代後半以

降長期化が大きく進み、平成初期には初審１，２９０日、再審査１，

３４５日と共に１，０００日を超えるに至った。その後、初審につい

てはやや改善したものの平成１１年～１３年平均では７９７．０日と

。 、 、引き続き事件処理に長期間要している また 再審査に要する期間は

近年改善傾向が見られるものの、なお長期に渡っており、同じ平成１

１～１３年平均では１，５２９．７日となっている。

また、処理期間ごとの事件数の割合を見ると、平成１１年～１３年

では、初審の４０．８％は３００日未満で終結し、そのほとんどが取

下げ・和解である一方、１，０００日以上かかっている事件も２０．

５％となっている。再審査では、平成１３年においては、３００日未

満で終結した事件は１８．８％にすぎず、４３．８％と半分近くの事

件が終結まで１，０００日以上要している。

② 事件処理の段階別の状況

命令・決定で終結した事件の処理期間を事件処理の段階別（ 申立「

てから審問前 「審問 「結審後命令書交付まで ）に見ると、初審」、 」、 」

では、審問の期間が長く、全体の半分以上（平成１１年～１３年平均

５５．７％）を占める。

また、再審査では、結審後命令書交付までの期間が著しく長く、全

体の７割以上を占めており（平成１１年～１３年平均７２．６％ 、）

この傾向は最近ほとんど変わっていない。

③ 終結事由別の状況

事件処理期間を終結事由別に見ると、平成１１年～１３年平均で、

初審においては取下げ・和解が７０３．７日と比較的早く終結してい

る一方で、命令・決定は１，０４８．７日と終結までかなり時間を要

している。他方、再審査においては取下げ・和解、命令・決定のいず

れも終結まで１，５００日を超えている。

( ) 再審査の状況4
初審命令に対する不服率は、平成１１年～１３年平均で７８．１％と

なっており、このうち中労委への再審査申立ての割合は、６６．７％と

取消訴訟提起の１４．５％に比較して格段に高くなっている。

また、再審査命令は、平成１１年～１３年においては７２件となって

おり、初審命令を支持したものが２６件（３６．１％ 、初審命令の一）

部を変更したものが３６件（５０．０％ 、初審命令の全部を変更した）
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ものが４件（５．６％）となっている。

２ 裁判所における労働委員会による命令取消訴訟の処理状況

( ) 取消訴訟件数1
初審命令に対する取消訴訟は、平成１１年～１３年平均で１１件、再

審査命令に対する取消訴訟は同じく１４件で提起率は５８．３％となっ

ている。

( ) 処理期間2
初審命令に対する取消訴訟の処理期間は、平成１１年～１３年平均で

５６５．６日、うち判決で終局したものは６６５．０日となっている。

また、再審査命令に対する取消訴訟の処理期間は、それぞれ８８２．５

日、１，０３６．３日となっている。

( ) 終結状況3
初審命令に対する地方裁判所（以下「地裁」という ）の取消訴訟事。

件判決は、平成１１年～１３年において計１９件であり、このうち棄却

・却下は１７件、全部取消しは１件、一部取消しは１件で、取消率は１

０．５％となっている。

再審査命令に対する地裁の取消訴訟事件判決は、同じく計２９件であ

り、このうち棄却・却下は１７件、全部取消しは１件、一部取消しは１

１件で、取消率は４１．４％となっている。

第３ 問題点

１ 事件処理

( ) 審査の遅延1
不当労働行為審査制度の現状における最大の問題点は、審査の遅延で

、 。あり この点はヒアリングにおいても共通して主張されたところである

これは、初審及び再審査を通じた共通の課題であるが、近年は特に再審

査における審査の遅延が一段と際立っている。

この背景として、労働委員会においては、長期的な労使関係の安定を

図るために、和解に向けた取組に多くの時間をとられることや、差別事

案等複雑な事件が増加していることも考慮する必要があるが、次の点も

審査の遅延の原因となっているものと考えられる。

① 争点や尋問事項の明確化等審問の準備が十分に行われない上に、当

事者から提出された多数の書証の整理に時間を要することがあるこ

と、また、当事者の求めに従って多数の証人尋問が行われるなど審問

が当事者主導のような形で行われていること。

② 地労委においては、審査委員、労使の参与委員及び当事者の代理人
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の日程調整が困難で、調査や審問の期日の間隔が長くなっているもの

があること。

③ 審問が終結したときは、公益委員会議により命令の内容を決定して

いるが、公益委員全体の合議によるため、係属件数の多い地労委や中

労委においては、合議の日程を多数回確保することが困難となる場合

があること。

④ 命令書に、争点に係る判断に必ずしも必要と言えないような事件に

至るまでの労使関係の経緯が詳細かつ幅広く記載されがちであるこ

と。

⑤ 公益委員は非常勤であるために自ら行い得る業務量に限界があるこ

とに加え、事務局職員の多くは、ローテーション人事のため３年程度

で異動するため、専門的な知識・経験が蓄積され難いこと。

このように労働委員会における審査の遅延が進む一方で、地裁におけ

る労働関係訴訟事件の審理期間が平成に入る頃から短縮し、平成１３年

には１３．５月、うち判決は１７．３月となっている。不当労働行為審

査制度が設けられている主たる理由の１つが事件の迅速な処理の実現に

あること、不当労働行為事件については裁判も含めると救済の実現まで

に最大５審制と長期に渡る手続を余儀なくされることにかんがみれば、

審査の遅延をこれ以上看過することはできず、緊急に解決すべき課題で

あると言わざるを得ない。

さらに、裁判に関しては、昨年３月に閣議決定された司法制度改革推

「 」進計画において 労働関係訴訟事件の審理期間をおおむね半減すること

が目標として掲げられるとともに、すべての訴訟手続において２年以内

に第一審における手続を終結させることを目指した迅速化の取組が行わ

れている中で、不当労働行為審査制度についても、遅延の状況を早急に

改善する必要がある。

( ) 命令・決定に対する再審査、取消訴訟2
初審命令に対する再審査又は取消訴訟の提起率は８割近く、再審査命

令に対する取消訴訟の提起率は６割近くといずれも高くなっている。そ

の背景としては、再審査において初審命令が、地裁において再審査命令

が取り消されるケースが多いことがあるものと考えられる。

また、これらの取消率（初審命令又は再審査命令の取消しを求めて再

審査の申立て又は訴訟が提起され、それが認容された率）は、行政事件

訴訟全体の認容率（平成１３年２１．５％）に比較して相当高い水準に

あり、しかも特に再審査命令に対する取消率は平成に入ってから高まっ

てきているが、労働委員会側における原因としては、次のようなことが
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考えられよう。

① 争点・証拠の整理や事実の認定が必ずしも的確に実行されていると

は言い難いこと。

② 初審や再審査において審査委員から要請があったにもかかわらず、

提出されなかった証拠が取消訴訟の場で初めて提出される場合がある

こと。

③ 命令書において、争点に係る判断に必ずしも必要とは言えないよう

な事件に至るまでの労使関係の経緯が詳細かつ幅広く記載されたり、

理由の記載として明確性を欠く面が見られたりすること。

④ 公益委員は非常勤であることに加え、事務局職員の多くは、ローテ

ーション人事によって配置されることもあり、審査、命令書の作成や

取消訴訟への対応に必要とされる高度な法的知識や専門的な経験が必

ずしも十分とは言い難いこと。

２ 和解による解決

和解については、不当労働行為審査制度が設けられた当初から労働組合

法上何ら位置づけられておらず、むしろ不当労働行為審査事件については

労働者の団結権侵害であるという性質から和解による解決は認められない

。 、 、との見解もあったところである しかしながら 不当労働行為審査制度は

労働組合活動に対する使用者からの侵害を防止し、もって労働組合又は労

働者の利益を保護する制度であることを考慮すれば、申立人である労働組

。合又は労働者の納得による自主的解決は許容されるべきものと考えられる

実際には、不当労働行為審査事件の大多数が和解（取下げを含む ）に。

より解決しており、和解は、公労使それぞれの利益を代表する３種類の委

員から構成されるという特徴をいかして労働委員会が果たしている重要な

機能となっている。また、この点についてはヒアリングを通じて、ほぼ共

通して長期的な労使関係の安定への寄与の点から評価されている。

しかしながら、現行の不当労働行為審査制度は、法律上は救済命令によ

り団結権が侵害された状態を迅速かつ直接是正を行うことを目的とした制

度として設けられており、現実の機能が法律に反映されていない。

また、和解については、争点や証拠の整理を十分行わないまま期日を積

み重ねるケースが多く、そのことが和解が不調に終わった場合に迅速に審

問を終結し、的確な命令書を作成する上で困難を来していることも否定で

きないし、また、結果的に審査の遅延につながることにもなっている。

３ 地労委に対する規制

地労委は都道府県の組織であるが、委員定数や事務局組織については国
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が法律や政令で具体的に規定していることから、不当労働行為審査事件数

の多寡や増減といった地域の実情に応じて弾力的、機動的な体制整備がで

きない等の問題が生じている。

なお、この点に関しては、ヒアリング等において、地労委等から、その

規制を緩和する方向の意見が多数出されたところである。

第４ 見直しの方向

１ 今後の不当労働行為審査制度の役割

現行の不当労働行為審査制度は、労働者の労働組合活動の自由を保障す

るための制度として昭和２４年に設けられて以来、長期的な労使関係の安

定に大きく寄与してきた。その後、昭和４０年代に入ると労使協議制度を

中心として自主的に問題を協議し解決する労使自治が進み、労使関係が成

熟してきたこともあって、不当労働行為審査事件の新規申立件数は近年増

加しつつあるものの水準としてはピーク時に比べかなり低下している。

また、最近の経済構造の変化や企業間競争の激化、就業意識や働き方の

多様化、労働組合の組織率の低下等を背景として、個別的労使紛争が増加

するとともに、本来集団的な労使関係において生ずる不当労働行為の申立

てについて、駆け込み訴えなど実質上個別的労使紛争とも考えられるもの

も１割程度見受けられるようになってきている。

しかしながら、大多数の労働者については、引き続き使用者との間に労

働条件に関する交渉力の格差が存在することは否定できないので、それに

対応するための集団的労使関係の役割はなお重要性を持ち続けている。ま

た、近年においては経済情勢が厳しいことから、前述のように不当労働行

、 、為審査事件は増加しつつあることに加え 活発化する企業組織再編の際に

基本的な労働条件の枠組みが変更されるケースが目立つようになってきて

おり、紛争解決システムとしての不当労働行為審査制度が適切に機能する

ことが期待されている。

その一方で、審査が大幅に遅延したために、やむなく取下げ・和解に応

じたり、そのような状況を目にして不当労働行為の申立てをすること自体

をあきらめてしまう傾向も見られたりするなど、現行制度は十分に機能し

ているとは言い難い。

これらのことを考慮すると、今後とも、労働者がその労働条件の維持・

改善を図るため、団結して集団的に労働条件を決定するシステムを保障す

る不当労働行為審査制度がその本来の機能を十分発揮し得るようにしてい

くことが求められる。

２ 現状の問題点解決のための基本的考え方
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１で述べたように、不当労働行為審査制度の意義が今後とも重要であり

続ける以上、審査の遅延や命令に対する不服率・取消率の高さといった問

、 、題を放置することは 今後ますます裁判の迅速化が図られる中においては

制度に対する労使を始めとする国民の信頼を損ね、ひいては制度そのもの

の存在意義を失わせしめかねない。

特に、審査の遅延の問題については、昭和５７年に労使関係法研究会に

よる「労働委員会における不当労働行為事件の審査の迅速化等に関する報

告」で、詳細な分析に基づき様々な迅速化のための改善策が運用面を中心

に提言されたところであるが、結果として、今日に至るまで審査の迅速化

は実現されなかった。

したがって、審査の遅延問題等を解消するためには、もはや運用面にと

どまらず、制度の在り方について法的整備を含む抜本的な見直しを行い、

「平均審理期間を半減すること」を目標とした、迅速化のための総合的な

取組を強力に進めていく必要があると考える。また、その際には労働委員

会関係者はもとより、当事者の理解と協力を得つつ施策を進めていくこと

が不可欠である。

３ 見直しの基本的な方向

不当労働行為審査制度の在り方については、上記２の基本的な考え方に

沿って、次のような方向で法的整備も含めた制度の具体的な見直し策につ

いて更に検討を深めるべきである。

この場合、初審命令に対する不服申立ての状況や労働委員会として不当

労働行為に関する法解釈の統一を図る必要性を考慮すると、再審査制度は

維持することを前提に検討すべきであると考えられる。

( ) 事件処理の迅速化等1
① 審査手続の改善

審査の遅延を解消するためには、事件処理を計画的に進めるための

枠組みを作ることが効果的である。

また、審査について、当事者主導のような形で行われている運用を

改善し、公益委員がより主体的かつ的確に争点・証拠の整理や事実の

認定を行うことを可能とし、迅速な事件処理を実現するため、公益委

員の権限や審査の実施方法に関する条件整備を検討すべきである。

さらに、審査が長期化した場合等に不当労働行為審査制度による早

期救済の実現を可能とするための工夫や、審査の迅速化と適正な和解

の推進とを両立させる工夫も必要である。

② 審査体制の改善
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事件の迅速かつ適正な処理を進めるためには、争点・証拠の整理、

事実の認定や命令書の作成及び取消訴訟への対応を的確に実行できる

ようにすることが必要である。このため、労働問題に関する準司法的

機関として必要とされる高度の専門性を確保するという観点から、公

、 、益委員や事務局といった審査体制について 第３の問題点を踏まえて

その効率化も図りつつ充実強化するほか、公益委員や事務局職員の審

査事件処理能力の習熟・向上にも努める必要がある。

( ) その他の検討課題2
不当労働行為審査制度が十分にその機能を発揮できるようにするた

め、和解を法律上位置づけることや、地域の実情に応じた弾力的かつ機

動的な対応を行うことを可能とするよう地労委に対する国による規制を

緩和することについても検討すべきものと考えられる。

以上のような見直しの方向に沿った措置を講ずることと併せて、再審

査が担うべき機能の在り方や、審級省略、新証拠提出の制限等労働委員

会命令に対する司法審査の在り方について、更に検討を進めることが必

要であろう。
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